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職務のため出席したものの職氏名 
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            午前１０時００分 開会 

○議長（松村幸治君） 現在の出席議員は１８名で定足数に達しており、議会は成立しま

した。 

 ただいまから令和４年第１回阿波市議会臨時会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の日程に入ります。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしました日程表のとおりです。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（松村幸治君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、４番後藤修君、５番坂東重夫君の

両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（松村幸治君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 会期の決定については、３月２９日に議会運営委員会が開かれておりますので、結果に

ついて委員長の報告を求めます。 

 阿部議会運営委員長。 

○議会運営委員長（阿部雅志君） おはようございます。 

 議会運営委員会の協議の結果について報告を申し上げます。 

 令和４年第１回阿波市議会臨時会の運営協議のため、３月２９日午前９時から委員会室

において、正副議長及び委員７名、理事者側から市長、副市長、企画総務部長ほか担当職

員の出席のもと、議会運営委員会を開催いたしました。 

 まず、今臨時会の会期については、慎重に協議をいたしました結果、本日３月３０日の

１日限りと決定をいたしました。 

 議事日程については、既に配付してあります日割り表のとおり、提出議案の説明、質

疑、討論、採決を行い、閉会を予定しております。円滑な議会運営ができますよう、議員

並びに理事者のご協力をよろしくお願いをいたしまして、報告といたします。 

○議長（松村幸治君） お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日３月３０日の１日間とすることにご異議ありませんか。 
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            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日３月３０日の１日間

と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第２６号 阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関す 

              る条例の一部改正について 

  日程第４ 議案第２７号 市長等の給与条例の一部改正について 

  日程第５ 議案第２８号 阿波市職員の給与に関する条例の一部改正について 

  日程第６ 議案第２９号 阿波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

              の一部改正について 

○議長（松村幸治君） 次に、日程第３、議案第２６号阿波市議会議員の議員報酬、費用

弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてから日程第６、議案第２９号阿波市会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてまでの計４件を一括

して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 改めまして、おはようございます。 

 本日、市議会臨時会を招集しましたところ、議員各位におかれましては、ご出席をいた

だきまして誠にありがとうございます。厚くお礼を申し上げます。 

 提案理由の説明を申し上げる前に、何点かご報告をさせていただきます。 

 まず初めに、今月１６日深夜に福島県沖を震源とするマグニチュード７．４、最大震度

６強の地震が発生いたしました。この地震により被災された全ての皆様方に対し、心より

お見舞いを申し上げますとともに、被災された地域の一日も早い復興をお祈り申し上げま

す。 

 次に、ウクライナ情勢についてでございます。 

 ロシアによるウクライナへの本格的な軍事侵攻により、子どもを含む多くの民間人など

の貴い命が奪われております。このことは、国際法や国連憲章に違反するものであるとと

もに、国際社会や我が国の平和と秩序、安全を脅かす行為であり、断じて許されるもので

はありません。非核平和都市宣言を掲げる本市といたしましては、ロシア軍の早期撤退、

そして人々の貴い命と平和な暮らしが一刻も早く守られることを強く望むものでございま
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す。 

 次に、今月８日、近年多発する消費者被害を未然に防止するため、本市で初となる消費

生活協力団体として株式会社阿波銀行市場支店様、土成支店様、株式会社徳島大正銀行阿

波町支店様、市場支店様、阿北支店様、阿波市農業協同組合本店様、市場支店様、板野郡

農業協同組合阿波支店様の合計市内金融機関８店舗、また消費生活協力員として、お笑い

福祉士としてご活躍をされております大塚晴之様に対しまして委嘱状を交付させていただ

きました。 

 この消費生活協力団体及び消費生活協力員は、日常業務の中で高齢者等の消費生活の安

全に気を配り、何らかの異変を察知した際には市消費生活センターへ情報提供をいただく

など地域の見守りや啓発を行っていただくことで消費者被害等の未然防止につながるもの

と考えております。 

 次に、今月２２日、地域情報発信サイトまいぷれを共同で運営されている株式会社フュ

ーチャーリンクネットワーク代表取締役石井丈晴様、筒井製絲株式会社代表取締役筒井大

樹様と行政情報等発信に関する協定を締結いたしました。この締結により、市内はもとよ

り、県内外に広く本市の魅力を発信することができ、さらなる本市の情報発信の充実強化

につながるものと大きな期待を寄せているところでございます。 

 それでは、本日提案させていただいております令和４年第１回阿波市議会臨時会への提

出議案について提案理由の説明を申し上げます。 

 最初に、議案第２６号阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部改正、議案第２７号市長等の給与条例の一部改正、議案第２８号阿波市職員の給与

に関する条例の一部改正、議案第２９号阿波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の一部改正の４件につきましては、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改

正する法律及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が公布されるこ

とに伴い、条例の一部改正を行うものでございます。 

 以上、議案等について提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきまし

ては企画総務部長より説明をさせていただきますので、十分ご審議の上、ご賛同ください

ますようよろしくお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よろ

しくお願いをいたします。 

○議長（松村幸治君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、提出されております各議案について補足説明を求めます。 
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 坂東企画総務部長。 

○企画総務部長（坂東孝一君） それでは、本日提案をさせていただいております議案第

２６号から議案第２９号までの条例案件４件について一括して補足説明をさせていただき

ます。 

 初めに、議案第２６号阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部改正について。 

 阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定める。 

 令和４年３月３０日提出、阿波市長。 

 令和３年８月の人事院勧告を踏まえ、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正す

る法律が公布されることに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

 改正の内容につきましては、期末手当の改定で年間支給月数を０．１０月引き下げ、

３．３０月分を３．２０月分とするものです。 

 なお、令和３年１２月に支給された期末手当の引下げ相当額０．１０月分は令和４年６

月に支給する期末手当から減額いたします。 

 施行日は公布の日でございます。 

 次に、議案第２７号市長等の給与条例の一部改正について。 

 市長等の給与条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和４年３月３０日提出、阿波市長。 

 令和３年８月の人事院勧告を踏まえ、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正す

る法律が公布されることに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

 改正の内容につきましては、期末手当の改定で年間支給月数を０．１０月引き下げ、

３．３０月分を３．２０月分とするものです。 

 なお、令和３年１２月に支給された期末手当の引下げ相当額０．１０月分は令和４年６

月に支給する期末手当から減額をいたします。 

 施行日は公布の日でございます。 

 次に、議案第２８号阿波市職員の給与に関する条例の一部改正について。 

 阿波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 令和４年３月３０日提出、阿波市長。 

 令和３年８月の人事院勧告及び１０月の徳島県人事委員会勧告を踏まえ、一般職の職員
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の給与に関する法律等の一部を改正する法律が公布されることに伴い、条例の一部を改正

するものでございます。 

 改正の内容につきましては、期末手当の改定で、正規職員につきましては年間支給月数

を０．１５月引き下げ、２．５５月分を２．４０月分とするものです。 

 なお、令和３年１２月に支給された期末手当の引下げ相当額０．１５月分は令和４年６

月に支給する期末手当から減額いたします。 

 次に、再任用職員につきましては年間支給月数を０．１０月引き下げ、１．４５月分を

１．３５月分とするものです。 

 なお、令和３年１２月に支給された期末手当の引下げ相当額０．１０月分は令和４年６

月に支給する期末手当から減額いたします。 

 施行日は公布の日でございます。 

 次に、議案第２９号阿波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改

正について。 

 阿波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

 令和４年３月３０日提出、阿波市長。 

 阿波市職員の給与に関する条例の一部が改正されることに伴い、正規職員の給与との均

衡を考慮することから条例の一部を改正するものでございます。 

 改正の内容につきましては、期末手当の改定で年間支給月数を０．１５月引き下げ、

２．５５月分を２．４０月分とするものです。 

 施行日は公布の日でございます。 

 以上、議案第２６号から議案第２９号までの補足説明とさせていただきます。ご審議の

上、ご賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（松村幸治君） 以上で補足説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第２６号から議案第２９号までの計４件については、会議規則第３７条第３項の規

定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２６号から議案第２９号

までの計４件については委員会の付託を省略することに決定しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第２６号阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改

正についてから議案第２９号阿波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の

一部改正についてまでの計４件を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第２６号から議案第２９号

までの計４件は原案のとおり可決されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第３０号 副市長の選任について 

○議長（松村幸治君） 次に、日程第７、議案第３０号副市長の選任についてを議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 本日提案させていただいております令和４年第１回阿波市議会臨

時会への提出議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第３０号副市長の選任につきましては、春木尚登副市長から３月３１日付をもって

退職いたしたい旨の申出がなされたことから、地方自治法第１６５条第２項の規定に基づ

き、承認をしたところでございます。このことから、次の者を副市長として選任いたした

いので、地方自治法第１６２条の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

 住所につきましては、徳島市山城町東浜傍示５番地２６、氏名は木下修一、生年月日は

昭和３８年９月１６日生まれでございます。 

 木下氏につきましては、徳島大学を卒業後、平成４年に徳島県に奉職され、平成１８年

に県土整備部港湾空港整備局港湾課係長、平成３０年に県土整備部流域水管理課長、令和

元年に県土整備部県土整備政策課長、令和３年には県土整備部副部長を歴任されておりま

す。県土整備部、危機管理部を中心に幅広い分野での行政経験を有しておりまして、現在

進めております（仮称）阿波スマートインターチェンジの設置をはじめとした重要施策に
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貢献いただける人材でございます。私を補佐し、関係部局を指揮監督する立場としても、

本市の副市長として最適任者であると考えますので、ご同意を賜りますようよろしくお願

いを申し上げます。 

 なお、就任につきましては、令和４年４月１日からでございます。 

 十分ご審議の上、ご賛同いただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさ

せていただきます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（松村幸治君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案第３０号については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会の付託を省略い

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３０号については委員会

の付託を省略することに決定しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

 これより議案第３０号副市長の選任についてを採決いたします。 

 本案を原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、議案第３０号は原案のとおり同

意することに決定しました。 

 副市長の入場を許可します。 

            （次期副市長 木下修一君 入場 午前１０時２０分） 

○議長（松村幸治君） ただいま市長より提案のございました副市長が同意されたわけで

あります。今後、市長、副市長と共に阿波市発展のためにご活躍されることを、高い席か

らではございますが、心よりご祈念を申し上げ、お喜びに代えさせていただきたいと思い

ます。 

 それでは、ご挨拶をいただきたいと思います。 

○副市長（木下修一君） ただいま副市長選任の同意をいただきました木下でございま
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す。同意いただいたことにつきまして心からお礼を申し上げます。 

 今後は、市長を補佐し、阿波市発展のためこれまで培ってまいりました知識、経験を生

かし、誠心誠意取り組んでまいりたいと考えております。議員の皆様方におかれまして

は、ご指導、ご鞭撻賜りますようどうぞよろしくお願いします。（拍手） 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 決議第１号 ロシアによるウクライナ侵攻に強く抗議する決議について 

○議長（松村幸治君） 次に、日程第８、決議第１号ロシアによるウクライナ侵攻に強く

抗議する決議を議題といたします。 

 提出者の趣旨説明を求めます。 

 後藤修君。 

○４番（後藤 修君） ロシアによるウクライナ侵攻に強く抗議する決議について説明さ

せていただきます。なお、決議案を読み上げまして、説明とさせていただきます。 

 ロシアによるウクライナ侵攻に強く抗議する決議（案）。 

 ２月２４日、ロシアはウクライナへの軍事侵攻を開始した。このことは、国際社会ひい

ては我が国の平和と秩序、安全を脅かし、明らかに国連憲章に違反する行為であり、断じ

て容認できない。 

 本市では、非核平和都市宣言のまちを掲げ、平和首長会議に加盟しており、ウクライナ

への侵攻はそのような市民の願いに反するものである。 

 よって、阿波市議会は、ロシア軍による攻撃やウクライナの主権侵害に強く抗議すると

ともに、世界の恒久平和の実現に向け、ロシア軍の完全かつ無条件での撤退を強く求め

る。 

 また、日本政府においては、邦人の安全確保や国民生活への影響対策に万全を尽くすと

ともに、国際社会との緊密な連携のもと、厳格かつ適切な対策を講じ、一刻も早い平和解

決に全力を尽くすことを強く要請する。 

 以上、決議する。 

 以上、阿波市議会会議規則第１４条１項の規定により決議案を提出する。 

 令和４年３月３０日、徳島県阿波市議会。 

 提出先は、内閣総理大臣、外務大臣。 

 議員各位の賛同を賜りますようお願い申し上げて、説明とさせていただきます。 

○議長（松村幸治君） 説明が終わりました。 
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 これより決議第１号ロシアによるウクライナ侵攻に強く抗議する決議に対する質疑に入

ります。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） 質疑なしと認めます。 

 これで決議第１号に対する質疑を終結します。 

 お諮りいたします。 

 決議第１号については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会の付託を省略いた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、決議第１号については委員会の

付託を省略することに決定しました。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 決議第１号ロシアによるウクライナ侵攻に強く抗議する決議を採決いたします。 

 本案を原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松村幸治君） ご異議なしと認めます。よって、決議第１号は原案のとおり可決

されました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 ここで春木副市長から発言の申出がありましたので、これを許可いたします。 

 春木副市長。 

○副市長（春木尚登君） それでは、退任に当たりまして、ご挨拶をさせていただきま

す。 

 私は、藤井市長のリーダーシップのもと、副市長として令和２年４月から就任をさせて

いただき、このたび県の人事異動により職を離れることとなりました。 

 この２年間、藤井市長をはじめ、阿波市の皆様には大変お世話になりました。ありがと

うございました。 
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 また、松村議長、笠井安之副議長、笠井一司前副議長をはじめ、議員の皆様には多くの

ご指導を賜りまして誠にありがとうございました。 

 振り返りますと、この２年間は世界中そして日本中で新型コロナウイルス感染症が蔓延

し、まさにパンデミックの状況でありました。阿波市におきましても例外でなく、市民の

皆様の生命や健康への危惧、地域経済への影響など新型コロナウイルス感染症拡大は大き

な問題でありました。私も、阿波市新型コロナウイルスワクチン対策本部の本部長として

市民の皆様への１回、２回目の接種の早期完了に向け、阿波市医師会様と連携強化を図り

ながら、微力ではございますが取り組んだところでございます。その結果、阿波市ではス

ピード感を持って集団接種と個別接種の両方での対応を行い、私の医療政策などでの経験

が生かせたものと考えております。この場をお借りして、全ての関係者の皆様そして職員

の皆様に改めてお礼を申したいと思います。 

 まだまだコロナ禍は続き、気を抜くことはできませんが、阿波市においては今後もスマ

ートインターチェンジや新ごみ処理施設の整備など重要な事業が続きます。藤井市長の強

いリーダーシップのもと、理事者側そして議会の皆様が一体となり、この困難な局面、時

期を乗り越え、アフターコロナにおける市民の皆様にとって輝かしい阿波市を目指してい

ただきたいと願っております。 

 最後になりましたが、今後の阿波市のますますのご発展と皆様のご健勝、ご多幸をご祈

念申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、退任に当たってのご挨拶とさせていただ

きます。 

 ２年間ありがとうございました。（拍手） 

○議長（松村幸治君） 閉会に当たり、市長からご挨拶がございます。 

 藤井市長。 

○市長（藤井正助君） 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本日の臨時会の開催につきましては、議員各位のご協力によりまして開催できましたこ

とを厚くお礼を申し上げます。 

 また、木下修一氏の副市長の選任に当たりましては全議員の同意を賜りましたこと、心

からお礼を申し上げます。木下氏は徳島県職員として幅広い行政経験を持ったすばらしい

人材でございます。 

 今後におきましても、両副市長と共に円滑な市政運営に取り組んでまいりますので、議

員各位の格別のご支援、ご指導を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 
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 なお、春木副市長におかれましては今月末で退職されますが、令和２年に副市長に就任

し、２年間の間、新型コロナウイルス感染症対策をはじめ、企業誘致の推進、移住・定住

施策の強化など阿波市の発展及び活性化などに多大なるご尽力をいただきました。中で

も、幅広い交友関係を生かし、ふるさと納税で輝かしい実績を持つ株式会社パンクチュア

ル様を本市第１号となるサテライトオフィスとして誘致していただきましたことは、自主

財源の乏しい本市にとりましては、貴重な財源の確保につながるものと大きな期待を寄せ

ているところでございます。大変感謝をいたしております。来月より徳島県庁で勤務され

ますが、より一層のご活躍をご期待申し上げますとともに、今後も阿波市に対しましてご

指導、ご協力をよろしくお願いを申し上げます。 

 また、今臨時会は提案をいたしておりました議案について全て原案どおりご賛同いただ

き、誠にありがとうございました。 

 今後におきましても、ワクチン接種をはじめとする新型コロナウイルス感染症対策や、

市の将来を見据えた（仮称）阿波スマートインターチェンジ設置など重要施策にしっかり

と取り組んでまいりますので、議員各位のご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い

を申し上げます。 

 結びとなりましたが、議員各位におかれましては健康に十分ご留意され、市政発展のた

めご活躍をいただけますよう切にお願いを申し上げまして、閉会に当たりましてのご挨拶

とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（松村幸治君） これで本日の会議を閉じます。 

 令和４年第１回阿波市議会臨時会を閉会します。 

            午前１０時３４分 閉会 

 

 上記のとおり会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名す

る。 

 

            議     長 

 

            署 名 議 員 

 

            署 名 議 員 


